
【決算委員会】

（1）審議概観

〔平成13年度決算外２件の審査〕

　平成13年度決算及び国有財産関係２件は、第156回国会の召集日である平成15年１月20

日に提出された。このうち13年度決算については、同年２月21日の本会議において、財務

大臣からその概要報告を受け、質疑を行った後、同日委員会に付託され、国有財産関係２

件についても、同日、委員会に付託された。

　平成13年度決算の概要は、次のとおりである（本誌Ⅲの3(1）【決算の概要】を参照）。

　平成13年度一般会計歳入歳出決算における歳入決算額は86兆9,030億円、歳出決算額は84

兆8,111億円である。歳入決算額には、決算調整資金からの組入額５億円が含まれており、

これにより同年度の歳入歳出の決算上の不足額（歳入欠陥）が補てんされている。13年度

一般会計予算中の翌年度への繰越額は４兆1,551億円、また、不用額は9,412億円である。

　平成13年度特別会計歳入歳出決算における37の各特別会計の収納済歳入額を合計した歳

入決算額は396兆2,235億円、支出済歳出額を合計した歳出決算額は363兆3,367億円である。

　平成13年度国税収納金整理資金受払計算書における資金への収納済額は56兆8,201億円

であり、資金からの一般会計の歳入への組入額等は56兆1,073億円であるため、差引き7,128

億円の残余を生じた。

　平成13年度政府関係機関決算書における９機関の収入済額を合計した収入決算額は６兆

5,836億円、支出済額を合計した支出決算額は６兆6,280億円である。

　国有財産関係２件の概要は、次のとおりである。

　平成13年度国有財産増減及び現在額総計算書における13年度中の国有財産の差引純増加

額は２兆円、13年度末現在額は109兆944億円である。

　平成13年度国有財産無償貸付状況総計算書における13年度中の国有財産の無償貸付の差

引純増額は103億円、13年度末現在額は１兆560億円である。

　委員会においては、15年２月24日、財務大臣から平成13年度決算外２件の概要説明を、

会計検査院長から平成13年度決算検査報告及び平成13年度国有財産検査報告の概要説明を

それぞれ聴取した後、同年３月10日、内閣総理大臣以下全大臣の出席を得て全般質疑を行っ

た。その後、省庁別審査計６回、締めくくり総括的質疑計２回の質疑を行った後、内閣総

理大臣以下全大臣出席の下、締めくくり総括質疑を行った。

　今国会行われた質疑の主な項目は、①決算の早期提出及び早期審査、②政策評価と決算

審査、③地方行財政に係る「三位一体の改革」、④ＯＤＡの意義、⑤歳入欠陥、⑥予算執

行調査、⑦特殊法人所有施設の処分、⑧特別会計改革、などである。

　なお、平成11 ・12年度決算に関する参議院の議決について内閣が講じた措置については、

５月23日、内閣総理大臣から参議院議長に対して文書による報告が行われ、同日の委員会

において、財務大臣からその説明を聴取した。

　平成11 ・12年度決算に関する警告議決に対して内閣の講じた措置を警告議決と対比して

示すと、次のとおりとなる。



内閣に対する警告 警告議決に対し内閣の講じた措置

(1)航空自衛隊の新初等練習機の調達に関

しては、平成12年8月に総合評価落札方

式による入札が行われたが、同入札に関

するスイス政府の問い合わせに対して、

防衛庁が当該調達に関する会計検査院の

検査報告及びその要約を付して回答を行

った際、その要約において検査報告の内

容等を適切に反映していなかったことは、

遺憾である。

　政府は、このような不適切な事態を招

かないよう事務手続の適正化を図るとと

もに、総合評価落札方式を採用する場合

には、会計検査院の検査結果をも踏まえ、

入札及び契約事務の透明性、公正性をよ

り一層高めるよう対処すべきである。

(1)防衛庁における総合評価落札方式につ

いては、会計検査院の検査結果をも踏ま

え、入札参加企業から提出された提案書

のうち１部を原本として封印し、また、

提案された購入経費、維持経費等につい

て落札者がどのように拘束されるかに関

して、入札希望会社の共通認識を高める

ための質問会等を入札説明会に加えて設

定するとともに、提案内容を確実に履行

する旨及び履行されない場合の損害賠償

の責を負う旨の確認書等を求めるなどの

改善を行うこととしたところである。

　今後とも、事務手続きの適正化につい

て一層努力するとともに、総合評価落札

方式を採用する場合には、これらの改善

方策も含め、入札及び契約事務の透明性、

公正性をより一層高めるよう対処してま

いる所存である。

(2)郵政官署に支給される渡切費の執行に

当たり、一部の特定郵便局において不適

正な経理が行われ、また、証拠書を亡失

していた事態等もあったことが、郵政監

察の調査により明らかになったことは、

誠に遺憾である。

　政府は、かかる事態が郵政官署におけ

る予算執行、ひいては郵政行政に対する

国民の信頼を損ねたことを厳しく受け止

め、平成14年度から渡切費の廃止に伴い

採用された新たな会計手続を適正に行い、

同種事案の再発防止に万全を期すととも

に、平成15年度に発足する日本郵政公社

においても、同様に適正な経理を期すべ

きである。

(2)郵政官署に支給される渡切費について

は、平成13年度をもって廃止し、平成14

年度に厳正かつ透明性の高い会計手続を

新たに導入し、この会計手続を適正に行

い、不適正経理の再発防止に努めてきた

ところである。

　また、平成15年４月に発足した日本郵

政公社においても、この会計手続が踏襲

されており、今後とも適正な経理を行う

よう指導・監督に努めてまいる所存であ

る。

（3）外務省が各種行事で使用したホテル等

の取引先への支払の際に、本来の請求額

を上回る金額を不適正に支払い、この差

額を当該企業等の内部にいわゆる「プー

ル金」として留保し、職員間の懇親等の

(3)外務省におけるいわゆる｢プール金｣

問題の再発防止については、職員に対す

る会計研修の徹底、物品・役務の調達契

約事務の会計課への一元化など契約事務

実施体制の改善、監察査察官に現職検事



費用に充てていたことは、極めて遺憾で

ある。

　政府は、このような不適正な行為が長

年外務省内で広く行われていたことを重

く受け止め、同省の更なる綱紀粛正に努

めるとともに、公金の使用及び管理に対

する基本的認識を周知徹底させるなど、

この種事案の再発防止に厳然として取り

組むべきである。

を任用した上での本省各部局及び在外公

館に対する集中的かつ広範囲にわたる監

察及び査察の実施、職員の声を直接受け

付ける監察査察意見提案窓口の設置とい

った所要の措置を講じたところである。

　今後とも、綱紀粛正に努めるとともに、

これらの措置の着実な実施により公金の

適正かつ厳正な執行の徹底を図り、不適

正な行為の再発防止及び国民の信頼回復

に努めてまいる所存である。

(4)核燃料サイクル開発機構において、主

務大臣の承認を得ない人件費の流用、認

可予算に計上されていない地元協力金の

支払、固定資産税や消費税の過大納付等

の不適正経理が行われてきたことを、平

成12年度決算検査報告で掲記されたこと

は、遺憾である。

　政府は、平成10年10月の動力炉・核燃

料開発事業団から同機構への改組後も、

これらの不適正な経理が引き続き行われ

ていたことを厳しく反省し、予算執行に

係る内部統制及び指導監督の充実強化を

図る等により、同種事案の再発防止に万

全を期すべきである。

(4)核燃料サイクル開発機構における不適

正経理については、その再発を防止し、

経理の適正化を図るため、予算執行につ

いて、一般会計と特別会計間、出資金部

門と補助金部門間の経理区分を明確化す

るとともに、外部監査制度の導入等、予

算執行のチェック機能強化のための体制

整備等を図ったところである。

　また、定員管理・人員管理について、

認可給与単価と実態給与単価の差及び認

可人員と実員の差を解消するなどととも

に、固定資産税等の過大納付についても

改善を図ったところである。

　今後とも、同機構の経理の適正化を図

るよう、指導を徹底し再発防止に万全を

期す所存である。

(5)健康保険及び厚生年金保険の保険料に

関しては、毎年度決算検査報告において

多額の徴収不足が指摘され、また、平成

６年度決算に対する本院の警告決議でも

両保険の適用の適正化を求めているにも

かかわらず、平成11年度及び12年度の決

算検査報告において、それぞれ59億円及

び54億円の保険料の徴収不足を指摘され

たことは、遺憾である。

　政府は、社会保険の公平・適正な適用

の重要性にかんがみ、社会保険事務所等

における調査確認の強化及び事業主への

説明会の実施等制度の周知徹底を図るな

ど、健康保険及び厚生年金保険の適用の

(5)健康保険及び厚生年金保険の適用につ

いては、毎年度の社会保険事業計画にお

いて重点事項として積極的に推進を図る

こととしており、具体的には、適用事業

所に対する実地調査等を通じて、被保険

者資格の適正な把握に努めているところ

である。

　また、短時間就労者の適用漏れが多い

と指摘があることから、地方社会保険事

務局等に対し、短時間就労者が多いと見

込まれる業種に係る適用事業所について

は、平成15年度から重点的な調査に取り

組むよう、会議等を通じて指導したとこ

ろである。



適正化に、より一層尽力すべきである。 　今後とも、事業主説明会等を通じて、

被保険者資格取得届等の適正な届出に関

する指導・啓発や制度の周知徹底を図る

とともに、社会保険事務所が実施する適

用事業所に対する重点的な調査により、

適用の適正化に努めてまいる所存である。

(6)雇用保険三事業に係る助成金をめぐり、

佐世保重工業株式会社及びその関連会社

による虚偽の申請に対し、県及び雇用・

能力開発機構における審査及び調査が不

十分であったこと等により、結果として

４億円を超える助成金の不正受給が行わ

れ、また、制度上の不備により不適正な

支給が行われていたことは、遺憾である。

　政府は、雇用失業情勢の悪化に伴い雇

用保険の重要性が増している中、このよ

うな多額の不正受給等が発生したことを

重く受け止め、審査の厳格化、実地調査

の充実、適切な制度設計等により雇用保

険三事業の適正な実施に万全を期すべき

である。

(6)雇用保険三事業については、対象労働

者に対する聞き取り調査の強化による審

査の厳格化、一定額以上の支給申請事業

所及び支給済み事業所に対する実地調査

の充実、厚生労働省及び助成金支給機関

において十分な検討を行った上での支給

要領の作成及び適切な制度設計、不正受

給を行った事業所に対する罰則の強化等

を行うことにより、その適正な実施を図

っているところである。

　また、都道府県及び雇用・能力開発機

構に対しては、支給審査の厳格化の徹底、

不正受給等の防止策の強化を図るよう指

導したところである。

　今後とも、雇用保険三事業の適正な実

施に万全を期してまいる所存である。

(７)ＢＳＥ(牛海綿状脳症)問題に関し、

BSE感染牛の国内発生を防げず、また、

その後、行政対応等の不備から、消費者、

畜産農家等に大きな混乱を招いたほか、

BSE関連対策予算の執行においても、

買入れ基準等の事業要件の周知徹底が不

十分だったことなどもあって、輸入牛肉

を国産牛肉と偽装する等の事件が頻発し

たことは、極めて遺憾である。

　政府は、BSEの感染源の究明に努め

るとともに、検査体制等の充実を図るほ

か、食料・食品の安全確保に万全を図る

ための行政の体制整備及び施策を推進し、

生産者の経営の安定の確保と国民の食の

安全に対する信頼回復に全力で取り組む

べきである。

（７）ＢＳＥの感染源の究明については、専

門家の協力を得ながら取り組んでいると

ころであり、BSEの検査体制等につい

ては、「牛海綿状脳症対策特別措置法」に

基づく死亡牛検査体制の整備等、その充

実を図ってきたところである。

　また、適切な行政対応と予算の執行を

行うことにより、畜産農家の経営の安定

に努めてまいる所存である。

　さらに、食料・食品の安全確保に万全

を図るため、リスク管理部門を産業振興

部門から分離して、食品分野における消

費者行政とリスク管理を一体的に担う「消

費・安全局（仮称）」を設ける等行政の体

制整備や、「食品安全基本法」を踏まえた

関係法令の整備等の施策を推進し、国民

　の食の安全・安心の確保に全力で取り組

んでまいる所存である。　　　　　　　　



(8)東京電力株式会社を始めとする電気事

業者の原子力発電所において、自主点検

作業記録を改ざんする等の不正により、

炉内構造物のひび割れ等が長期間にわた

って隠ぺいされ、また、この問題に関す

る申告案件について、経済産業省が申告

を受けてから公表まで２年を要するなど、

政府の対応が不十分であったことは、極

めて遺憾である。

　政府は、かかる事態が周辺住民を始め

とする国民の原子力の安全対策に対する

信頼を大きく損ねたことを厳しく受け止

め、事態の全容解明に全力を尽くすとと

もに、検査体制の見直し、組織的不正に

対する厳罰化、情報公開の推進等により、

この種事案の再発防止に万全を期すべき

である。

(8)電気事業者の原子力発電所問題の再発

防止については、電気事業者への立入検

査や報告徴収等により事実関係を徹底的

に調査した上で、自主点検記録の不正に

つき、原子力事業者16社に対し自主点検

記録の総点検を指示するとともに、東京

電力に対し厳重注意を行い、再発防止対

策の実施を指示したところである。一方、

原子炉格納容器の漏えい率検査に係る不

正については、不正があった発電所号機

に１年間の運転停止処分を行い、漏えい

率検査の再実施を指示したところである。

　また、設備の健全性評価の導入などを

内容とした、「核原料物質、核燃料物質及

び原子炉の規制に関する法律」及び「電

気事業法」の一部改正が行われたところ

である。

　さらに、「独立行政法人原子力安全基盤

機構法」が制定され、原子力施設及び原

子炉施設に関する検査等を行う独立行政

法人原子力安全基盤機構が平成15年10月

に設立されることとなり、また、国によ

る検査について実効性向上策の実施等を

進めるとともに、検査官を増員するなど

検査体制の強化を図ったところである。

　今後とも、原子力安全行政に対する国

民の信頼回復を目指し、不正問題の再発

防止に努めてまいる所存である。

　６月16日の委員会において、締めくくり総括質疑を終局した後、委員長より平成13年度

決算の議決案が示された。その内容は、「1.平成13年度決算は、これを是認する。2.

内閣に対し、次のとおり警告する。内閣は、適切な措置を講じ、その結果を本院に報告す

べきである。（以下８項目＜略＞）」というものである。

　討論では、民主党・新緑風会より、平成13年度決算について是認することに反対、平成

13年度国有財産関係２件については是認することに賛成、内閣に対し警告することについ

て賛成する旨の意見が述べられた。次いで自由民主党・保守新党及び公明党より、平成13

年度決算外２件について是認することに賛成するとともに、内閣に対し警告することにつ

いても賛成する旨の意見が述べられた。次いで、日本共産党より、平成13年度決算並びに

国有財産増減及び現在額総計算書について是認することに反対、国有財産無償貸付状況総

計算書については是認することに賛成、内閣に対し警告することについて賛成する旨の意



　見が述べられた。

　　以上で討論を終局し、採決の結果、平成13年度決算外２件はいずれも多数をもって是認

　すべきものと議決され、内閣に対し警告することについては全会一致をもって警告すべき

　ものと議決された。

　　内閣に対する警告の骨子は、①歳入欠陥、②防衛装備品の過大請求、③ＯＤＡの効率的・　

　効果的な実施、④国際機関等に対する拠出金等の適時適正な拠出、⑤国の債権管理事務の

　適正化、⑥大学等における研究費の不正経理と再発防止、⑦雇用・能力開発機構における

　勤労者福祉施設の適切な処分、⑧夕張シューパロダム建設における不適切な移転補償と公

　共事業の実施に伴う移転補償の適正化、である（全文は本誌Ⅲの４【決算に対する議決】

　を参照）。

　　また、本決算に係る質疑を踏まえ、決算の早期提出、会計検査院の機能強化等４項目か

　らなる要請決議を全会一致で行っている。

〔平成13年度決算調整資金からの歳入組入れ調書の審査〕

　平成13年度決算調整資金からの歳入組入れ調書は、同年度の一般会計の歳入歳出の決算

上生じた不足を補てんするため、同資金から一般会計に５億円を組み入れたことについて、

決算調整資金に関する法律に基づき、国会の事後承諾を求めるため、第156回国会の15年

１月20日に提出された。

　同調書は、６月５日、衆議院から送付され、同月13 日、委員会に付託された。

　委員会においては、同月16日、財務大臣から説明を聴取した後、13年度決算外２件と一

括して質疑を行った。質疑を終局し、討論に入ったところ、日本共産党より、同調書につ

いて反対する旨の意見が述べられた。

　討論を終わり、採決の結果、平成13年度決算調整資金からの歳入組入れ調書は多数をもっ

て承諾を与えるべきものと議決した。



（2）委員会経過

○平成15年２月24日（月）（第１回）

　○理事の補欠選任を行った。

　○国家財政の経理及び国有財産の管理に関する調査を行うことを決定した。

　○平成13年度一般会計歳入歳出決算、平成13年度特別会計歳入歳出決算、平成13年度国

　　税収納金整理資金受払計算書、平成13年度政府関係機関決算書

　　平成13年度国有財産増減及び現在額総計算書

　　平成13年度国有財産無償貸付状況総計算書

　　　以上３件について塩川財務大臣から説明を聴いた後、会計検査院の検査報告につい

　　　て杉浦会計検査院長から説明を聴いた。

　○政府参考人の出席を求めることを決定した。

　○平成13年度決算外２件の審査並びに国家財政の経理及び国有財産の管理に関する調査

　　のため政府関係機関等の役職員を必要に応じ参考人として出席を求めることを決定した。

○平成15年３月10日（月）（第２回）

　○平成13年度決算外２件について小泉内閣総理大臣、石原国務大臣、坂口厚生労働大臣、

　　塩川財務大臣、片山総務大臣、鴻池国務大臣、竹中国務大臣、石破防衛庁長官、川口

　　外務大臣、扇国土交通大臣、大島農林水産大臣、木村厚生労働副大臣、小林財務副大

　　臣、若松総務副大臣、杉浦会計検査院長及び政府参考人に対し質疑を行った。

○平成15年３月31日（月）（第３回）

　○理事の補欠選任を行った。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　○平成13年度決算外２件中、法務省、厚生労働省、警察庁及び裁判所関係について坂口

　　厚生労働大臣、森山法務大臣、谷垣国家公安委員会委員長、河村文部科学副大臣、米

　　田内閣府副大臣、木村厚生労働副大臣、政府参考人及び会計検査院当局に対し質疑を

　　行った。

○平成15年４月14日（月）（第４回）

　○平成13年度決算外２件中、皇室費、内閣、内閣府本府、金融庁及び沖縄振興開発金融

　　公庫関係について福田内閣官房長官、鴻池国務大臣、竹中国務大臣、谷垣産業再生機

　構担当大臣、石原国務大臣、細田国務大臣、伊藤内閣府副大臣、米田内閣府副大臣、

　　渡海文部科学副大臣、木村厚生労働副大臣、杉浦会計検査院長、政府参考人及び会計

　　検査院当局に対し質疑を行った。

○平成15年４月21日（月）（第５回）

　○平成13年度決算外２件中、国土交通省、環境省及び住宅金融公庫関係について扇国土

　　交通大臣、鈴木環境大臣、吉村国土交通副大臣、弘友環境副大臣、杉浦会計検査院長、

　　政府参考人及び会計検査院当局に対し質疑を行った。

○平成15年５月７日（水）（第６回）

　○平成13年度決算外２件中、外務省及び防衛庁関係について川口外務大臣、石破防衛庁

　　長官、赤城防衛庁副長官、増田法務副大臣、吉村国土交通副大臣、政府参考人及び会

　　計検査院当局に対し質疑を行った。



○平成15年５月12日（月）（第7回）

　○平成13年度決算外２件中、国会、会計検査院、総務省、財務省、文部科学省、国民生

　　活金融公庫、公営企業金融公庫、日本政策投資銀行及び国際協力銀行関係について塩

　　川財務大臣、片山総務大臣、遠山文部科学大臣、小林財務副大臣、杉浦会計検査院長、

　　中島人事院総裁、政府参考人及び会計検査院当局に対し質疑を行った。

○平成15年５月23日（金）（第８回）

　○平成13年度決算外２件中、農林水産省、経済産業省、農林漁業金融公庫、中小企業金

　　融公庫及び中小企業総合事業団信用保険部門関係について亀井農林水産大臣、平沼経

　　済産業大臣、高市経済産業副大臣、政府参考人、会計検査院当局、参考人独立行政法

　　人経済産業研究所理事長岡松壯三郎君、中小企業金融公庫総裁水口弘一君及び国民生

　　活金融公庫総裁薄井信明君に対し質疑を行った。

　○平成11年度決算及び平成12年度決算についての警告に対する政府の措置について塩川

　　財務大臣から説明を聴いた。

○平成15年６月２日（月）（第９回）

　○平成13年度決算外２件について片山総務大臣、塩川財務大臣、竹中国務大臣、川口外

　　務大臣、石破防衛庁長官、坂口厚生労働大臣、扇国土交通大臣、亀井農林水産大臣、

　　遠山文部科学大臣、西川経済産業副大臣、若松総務副大臣、河村文部科学副大臣、鴨

　　下厚生労働副大臣、米田内閣府副大臣、小林財務副大臣、杉浦会計検査院長及び政府

　　参考人に対し質疑を行った。

○平成15年６月16日（月）（第10回）

　○平成13年度決算調整資金からの歳入組入れに関する調書（衆議院送付）について塩川

　　財務大臣から説明を聴き、

　　平成13年度決算外２件及び平成13年度決算調整資金からの歳入組入れに関する調書

　　（衆議院送付）について遠山文部科学大臣、平沼経済産業大臣、坂口厚生労働大臣、

　　塩川財務大臣、竹中国務大臣、片山総務大臣、石原国務大臣、石破防衛庁長官、森山

　　法務大臣、小林財務副大臣、中島人事院総裁、政府参考人及び参考人日本銀行理事三

　　谷隆博君に対し質疑を行い、

　　平成13年度決算調整資金からの歳入組入れに関する調書（衆議院送付）について討論

　　の後、承諾を与えるべきものと議決した。

　　　（平成13年度決算調整資金からの歳入組入れに関する調書）

　　　　賛成会派　自保、民主、公明

　　　　反対会派　共産、国連、社民

　○平成13年度決算外２件について小泉内閣総理大臣、塩川財務大臣、川口外務大臣、片

　　山総務大臣、扇国土交通大臣、亀井農林水産大臣、石原国務大臣、坂口厚生労働大臣

　　及び竹中経済財政政策担当大臣に対し質疑を行い、討論の後、

　　平成13年度一般会計歳入歳出決算、平成13年度特別会計歳入歳出決算、平成13年度国

　　税収納金整理資金受払計算書、平成13年度政府関係機関決算書を議決し、平成13年度

　　決算に関する要請決議を行い、

　　平成13年度国有財産増減及び現在額総計算書及び平成13年度国有財産無償貸付状況総



計算書をいずれも是認すべきものと議決した後、

塩川財務大臣、石破防衛庁長官、川口外務大臣、遠山文部科学大臣、坂口厚生労働大

臣及び扇国土交通大臣から発言があった。

(平成13年度一般会計歳入歳出決算、平成13年度特別会計歳入歳出決算、平成13年度

　国税収納金整理資金受払計算書、平成13年度政府関係機関決算書)

　　賛成会派　自保、公明、国連の一部

　　反対会派　民主、共産、国連の一部、社民

(警告決議)

　　　　賛成会派　自保、民主、公明、共産、国連、社民

　　　　反対会派　なし

　　　（要請決議）

　　　　賛成会派　自保、民主、公明、共産、国連、社民

　　　　反対会派　なし

　　　（平成13年度国有財産増減及び現在額総計算書）

　　　　賛成会派　自保、民主、公明、国連の一部

　　　　反対会派　共産、国連の一部、社民

　　　（平成13年度国有財産無償貸付状況総計算書）

　　　　賛成会派　自保、民主、公明、共産、国連の一部

　　　　反対会派　国連の一部、社民

○平成15年７月28日（月）（第11回）

　○国家財政の経理及び国有財産の管理に関する調査の継続調査要求書を提出することを

　　決定した。

　○閉会中における委員派遣については委員長に一任することに決定した。



（3）付託議案審議表

・決算その他（３件） 備考欄記載事項は本院についてのもの

件　　　名 提出月日

参議院 衆議院

委員会
付託

委員会
議決

本会議
議決

委員会
付託

委員会
議決

本会議
議決

平成13年度一般会計歳入歳出決算、平成13年度特別
会計歳入歳出決算、平成13年度国税収納金整理資金
受払計算書、平成13年度政府関係機関決算書

15. 1.20
15.
2.21

15.
6.16
議決

15.
6.16
議決

　15.

　4.15
決算行監

15.
7.14
議決

15.
7.15
議決

15. 2.21財務大臣報告

平成13年度国有財産増減及び現在額総計算書 15. 1.20 2.21 6.16
議決

6.16
議決 　4.15

決算行監
7.14
議決

7.15
議決

平成13年度国有財産無償貸付状況総計算書 15.1.20 2.21 6.16
議決

6.16
議決 　4.15

決算行監
7.14
議決

7.15
議決

・予備費等承諾を求めるの件(1件）

件　　　名 提出月日

参議院 衆議院

委員会

付託
委員会
議決

本会議
議決

委員会
付託

委員会
議決

本会議
議決

平成13年度決算調整資金からの歳入組入れに関する

調書
15. 1.20

15.
6.13

15.
6.16
承諾

15.
6.16
承諾

　15.

　
6. 3

決算行監

15.
　6. 4
承諾

15.
6. 5

承諾



(4)委員会決議

――平成13年度決算に関する要請決議――

　内閣に対し、次のとおり要請する。

１　決算を予算に反映させることの意義を踏まえ、決算の国会への早期提出を図るものと

　する。

２　会計検査院が果たすべき経済性、効率性、有効性の観点からの検査機能の強化のため、

　所要の措置を講ずるものとする。

３　歳出構造を改革し、効率的かつ効果的な行政の推進に資するため、政策評価手法の研

　究・開発及び評価結果の予算への活用、評価結果を踏まえた予算の編成に努めるものと

　する。

４　不適切な支出等についての適正な処分を確保するため、人事院等の第三者機関が処分

　内容の妥当性を判断し得る等の環境を整備するものとする。

　　右決議する。




